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●洪水災害の影響を受けた投資奨励取得者への支援策についての投資奨励委員会布告第４

／２５５４号 

 

 全国すべての地域の洪水災害の影響を受けた投資奨励取得者への支援とするため、仏暦

二五二〇年投資奨励法令の第二八条の内容に基づく権限により、投資奨励委員会は以下の

ように洪水災害の影響を受けた投資奨励取得者への支援策を定め、布告する。 

 １、以下の原則と要件のもとに、洪水の被害を受けた機械を代替する機械の輸入税を免

除する。 

 １・１、輸入する機械は被害を受けた機械を代替するための機械でなければならず、当

該機械の輸入は１回だけとする。 

 １・２、損害保険会社の損害額を示す書類、及び事務局が認めた写真またはその他の書

類など、機械の損害評価の証拠を示さなければならない。 

 １・３、外国からの中古機械の輸入の場合、奨励プロジェクトに使用する中古機械の輸

入許可審査の原則についての仏暦二五四六年一月三〇日付けの投資奨励委員会事務局布告

第ポー・２／２５４６号に従っていなければならない。 

 １・４、仏暦二五五四年一二月三一日までに代替機械の輸入を申請しなければならない。 

 （１）既存の奨励プロジェクトの機械輸入期間が終了していない場合、代替機械の輸入

期間は既存の機械輸入期間とする。ここに事務局は代替機械の輸入期間の延長を検討する

ことができる。 

 （２）既存の奨励プロジェクトの機械輸入期間が終了している場合、特典の申請日から

代替機械輸入期間を定め、認可日から２年以内に機械輸入期間が終了する。 

 ２、洪水で被害を受けた機械を代替する機械の輸入税免除の特典認可の審査において投

資奨励委員会事務局に権限を委任する。 

 ここに仏暦二五五三年一一月二四日から。 
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